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「企業立地促進事業 事業計画認定通知書授与式」を開催 

～企業の立地・事業拡大をサポート～ 
 

市は、企業の立地や事業拡大を支援するため、海老名市企業立地促進事業として奨励金の交

付や税優遇を行っています。令和５年７月 23日に申請があった事業計画が認定されたことに伴

い、授与式を行います。 

なお、海老名市企業立地促進事業の認定は、今回で 15社目となります。 

 

１ 認定企業 

 株式会社栄屋製パン（国分南二丁目５番41号（本店）、代表取締役 梅田高嗣
うめだたかつぐ

） 

 

２ 事業計画認定通知書授与式 

(１) 日 時 令和６年１月18日（木）10時 30分～11時 

(２) 場 所 株式会社栄屋製パン BD Lab（下今泉一丁目19番 13号） 

(３) 内 容 ① 認定通知書の授与（市長から株式会社栄屋製パン代表者へ） 

② 写真撮影 

③ 市長あいさつ 

④ 株式会社栄屋製パンから工場の概要と今後の展望等を説明（現地視察を含む） 

(４) 出席者 株式会社栄屋製パン 代表取締役 梅田高嗣
うめだたかつぐ

氏、専務取締役 吉岡
よしおか

謙一
けんいち

氏ほか 

       海老名市 市長 内野 優 ほか 

※授与式の取材をご希望の場合は、事前に商工課へお知らせください。 

 

３ 支援措置 

(１) 企業立地奨励金 

投下資本額の10％を交付 

(２) 雇用奨励金 

立地に伴い、市内在住者を新規雇用した場合、雇用する時期に応じて、１人に付き10～

50万円の奨励金を交付 ※雇用者が障がい者の場合は、10万円を加算 

(３) 固定資産税・都市計画税の軽減 

対象の償却資産分を３年間免除 


